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９ これからの教育を担う優れた教員の育成 

９ これからの教育を担う優れた教員の育成 

 

 

施策展開の方向性㉒ 

 優れた教員志望者を養成・確保します 

 

 

１ 養成段階・採用段階における実践的な指導力の育成（指導部） 

(1) 「東京都教員育成協議会」における連携促進 

教員の研修や資質向上に関係する大学等と教員の育成ビジョンを共有し、教員の資質・能

力の向上に係る事項の調整及び協議を行う。 

(2) 「東京教師養成塾」の実施 

ア 特別教育実習 

各塾生が配置される教師養成指定校での年間 40 日以上の教育実習や、異校種又は異なる

障害種別の授業参観等を通して、実践的な指導力や柔軟な対応力を身に付ける実習を行う。 

イ 教科等指導力養成講座 

東京都の教育課題や施策の理解を深め、教科等の専門性や指導技術の向上及び学級経営

における実践的な指導力等を身に付ける講座を行う。 

(3)  教職大学院との連携 

ア 共通に設定する領域・到達目標の反映 

都教育委員会と協定を締結する五つの教職大学院（創価大学・玉川大学・帝京大学・東

京学芸大学・早稲田大学）では、学部新卒学生に求められる事項（都教育委員会が示す「共

通に設定する領域・到達目標（令和３年３月版）」）をカリキュラム及びシラバスに位置付

け、実施する。 

イ 連携協力校の指定 

都教育委員会は、学部新卒学生が実習する場として、東京都公立学校を指定し、提供 

する。 

※学部新卒学生とは 

・東京都公立学校教員採用候補者選考を受験する意思のある者 

・または、東京都公立学校教員採用候補者名簿登載期間が延長されている者 

 

【施策の必要性】 

毎年、多くのベテラン教員が退職していく中で、その指導経験やノウハウの継承が課題とな

っています。新規採用教員に対し、教育に対する熱意と使命感はもとより、豊かな人間性と組

織の一員としての責任感・協調性、実践的な指導力や社会性等を育成するために、大学との連

携を一層推進して、採用前からより実践的な指導力等を身に付けさせる必要があります。 

また、東京都の教育に求められる教師像にふさわしい人物を継続的に確保するため、東京都

の教員の魅力を積極的に発信するとともに、選考内容・方法の改善に継続的に取り組む必要が

あります。 
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９ これからの教育を担う優れた教員の育成 

２ 優秀な教員志望者の確保（人事部） 

(1) 優秀な教員志望者の確保 

ア 地方会場における選考 

日本全国から優秀な教員を確保するために、東京都内のほか、地方に複数の選考会場を

設け採用候補者選考を実施する。 

イ ＰＲの拡充・拡大 

(ｱ) 「東京の先生になろう」の作成・配布 

東京都公立学校の教員を目指す方へ、東京都が目指す教育、東京都が求める教師像、

教育施策、現職教員の声、任用制度、キャリアアップ、研修制度やサポート体制及び福

利厚生制度等を掲載した、東京都公立学校教員採用案内「東京の先生になろう」を作成・

配布する。 

(ｲ) 採用情報の発信 

東京都公立学校教員の採用情報を広く周知するため、ホームページ、メールマガジン、

ツイッター及びインスタグラムで配信する。 

 (ｳ) 「教員採用ナビ」の委嘱 

現職教員を「教員採用ナビ」として委嘱し、説明会等において、パネリストとして派

遣する等、積極的に活用し、教員志望者に対して、東京都の教育や学校の魅力を様々な

機会を通じて伝えていく。 

(ｴ) 個別相談会の開催 

東京都公立学校教員の志望者を対象に、東京都の教員としてのやりがいや授業づくり

の実際等、「教員採用ナビ」をはじめ経験豊富な現役の教員と直接対話できる個別相談会

を開催する。 

(ｵ) 学校見学会の開催 

東京都公立学校教員の志望者を対象に、都内公立学校において「東京の学校の様子」、

「東京の児童・生徒たちの様子」を実際に見ることができる「東京の学校見学会」を開   

催する。 

 ウ 教員採用選考におけるデジタル技術を活用した広報 

   教職の魅力を伝えるチャンネル・コンテンツを運営するとともに、デジタル技術を活用

したプッシュ型広報を行うなど教員志望者に応じたきめ細かなＰＲを行うことで、教員採

用選考への誘引を図る。 

エ 教員採用候補者への支援 

教員採用候補者が採用後に教員としての職務を円滑にスタートできるよう、合格者専用

ホームページに服務や情報セキュリティ、教育職員免許状等に係る知識をｅ-ラーニング

により習得することができる環境を引き続き整備する。また、教員になるに当たって知っ

ておくべき情報を採用前に提供する、「採用前実践的指導力養成講座」の動画配信を行う。 

オ 英語教育を推進する教員の採用（再掲） 

グローバル人材育成のための英語教育の充実を図るとともに、小学校における「英語」

の教科化に向けて、教員採用候補者選考の小学校全科（英語コース）において、採用候補

者選考の受験資格に加えて中学校又は高等学校教諭の「英語」の免許状を有する者を採用

する。 

また、教員採用選考（大学推薦）において、セファール B2 以上保有者に係る新たな推
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９ これからの教育を担う優れた教員の育成 

薦基準を設定し、応募しやすい環境を整備する。 

カ  理科教育を推進する教員の採用 

小学校における理科教育を充実するため、教員採用候補者選考の小学校全科（理科コー

ス）において、採用候補者選考の受験資格に加えて中学校又は高等学校教諭の「理科」の

免許状を有する者を採用する。 

キ 国際貢献活動経験者の採用 

グローバル人材を育成するための教育をより効果的なものとするため、教員採用候補者

選考において、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の青年海外協力隊や在外教育施設等の経験者（国

際貢献活動経験者）を対象とした特別選考を実施する。 
 

３ 将来の東京の教育を担う意欲ある人材の育成・確保（都立学校教育部）（再掲） 

(1) 東京学芸大学との高大連携の推進 

将来の東京の教育を担う人材の育成に向けて、都立小金井北高等学校において、希望する

生徒に教師としての基本的な素養や職業意識等を育成するとともに、その学びを大学での専

門的な学びにつなげる。 

ア 教員の魅力を伝えるセミナーや大学見学会を含めた特別セミナーの実施 

    教師の魅力を知る機会を提供することにより、将来の職業選択の一つとして教職への興

味・関心を醸成する。 

  イ 教職大学院生による専門教科・科目のワークショップへの参加 

土曜日や長期休業中を活用し、教師を志望する生徒が、互いに切磋琢磨しながら、教師

としての基本的な素養や職業意識を習得するワークショップを実施する。 

ウ 教員養成分野における専門的な講義や研究活動を実施 

希望により選択できる「チーム・エデュケーション」を導入し、「教育学基礎」、「教育課

題研究」、「特別講義」、「教育実習体験」等を実施するとともに、小学校で外国語（英語）

の指導ができる教員となるための英語教育に取り組む。 

 
 

施策展開の方向性㉓ 

 教員一人一人のキャリアに応じた資質・能力の向上を図ります 

 

【施策の必要性】 

学校組織を構成する教員個々の資質・能力を効果的、効率的に高め、教員の成長を学校全体

の教育力向上につなげるためには、職層、経験に応じた研修の充実が必要です。また、産業構

造が変化し、科学技術が進展する中で、将来、世界で活躍できる若者など、次代を担う人材を

育成することのできる教員の育成が不可欠です。 

そのためには、学校全体で個々の児童・生徒の課題を共有するとともに、教員が「プロ意識」

をもって相互に切磋琢磨したり、自己研鑽
さん

したりしながら、指導力や教科等の専門性をより高

め、成長していく組織風土を培うことが重要です。 

一方、教員による体罰や不適切な指導が根絶しない状況にあることから、全ての職層におい

て個々の児童・生徒の特性や課題に応じた指導力を身に付けさせ、体罰等を防止していくこと

が必要です。 
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９ これからの教育を担う優れた教員の育成 

１ 教員経験等に応じた教員研修及び啓発支援の充実（指導部・人事部） 

(1) 「東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質向上に関する指標」を踏まえた教

員研修の実施 

ア 教員のキャリアステージや職層に応じた研修の実施 

(ｱ)  経験に応じた研修 

採用からの経験順に、東京都若手教員育成研修〔１年次（初任者）研修、２年次研修、

３年次研修〕、新規採用者研修、中堅教諭等資質向上研修Ⅰ〔在職 11 年目を基準〕及び

Ⅱ〔在職 21 年目を基準〕を実施する。 

（ｲ）職層に応じた研修 

主任教諭を対象とした研修、主任（教務主任、生活指導主任、進路指導主任）を対象

とした研修、主幹教諭・指導教諭を対象とした研修、教育管理職候補者を対象とした研

修及び教育管理職を対象とした研修を実施する。 

イ 教員の教育課題に関する対応力を高める研修の実施 

（ｱ）学校教育におけるリーダーの養成 

特別支援教育コーディネーター研修や教育課題に対する推進者養成研修等を実施する。 

（ｲ）教科や教育課題に関する専門性の向上 

教科における「学習指導力」の専門性向上研修、教育課題における「生活指導力・進路

指導力、外部との連携・折衝力」の専門性向上研修を実施する。 

 (2)  Ｗｅｂ研修 

ア オンライン研修 

研修センターと学校等をインターネットで接続して研修を実施する。 

イ 動画研修 

Ｏｆｆ－ＪＴ充実用・ＯＪＴ支援用・休職者職場復帰支援用としての動画を制作する。 

ウ サテライト研修 

研修センターと第二会場の双方向通信による研修を実施する。 

 (3) 人事交流の促進による人材の育成等 

現在、都の公立学校では、教員の大量退職に伴い、経験の少ない若手教員の割合が高まっ

ており、人材の育成と活用が喫緊の課題となっている。 

平成 24 年度に定めた「教員の定期異動実施要綱」によるステージ制や異校種間人事交流の

仕組みを活用し、引き続き人事交流の一層の促進を図っていく。 

ア ステージ制の導入 

若手教員の人材育成を図るためには、広域的な人事異動や校種を越えた人事異動を促進

し、多様な学校経験を積ませることが重要である。 

そこで、平成 24 年度から、区部と市部との間、通常の学級と特別支援学級との間、小・

中学校と特別支援学校との間など、教育環境が大きく異なる学校間の異動・交流を促す仕

組みである「ステージ制」を導入している。この仕組みを活用し、これまで以上に計画的

な人材育成を図る。 

イ 異校種間人事交流の促進 

特別支援教育を担う専門性の高い教員の育成や確保、児童・生徒の発達段階に応じた教

科指導や生活指導の向上等を図ることを目的として、平成 24 年度の異動要綱の改正と併せ、

小・中学校、高等学校、特別支援学校の間で、期限を定めた人事交流を行い、期間終了後
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９ これからの教育を担う優れた教員の育成 

は元の校種に戻り成果を還元することができるよう、異校種期限付異動の仕組みを導入し

ている。 

例えば、小・中学校と特別支援学校との間又は高等学校と特別支援学校との間の人事交

流により、特別支援教育を必要とする児童・生徒に専門性の高い教育を行っていく上で中

核となる教員の専門性の更なる向上が期待できる。引き続き、これらの仕組みを活用した

人事交流を行うことにより、人材育成の促進を図る。 

 

２ 新たな教育課題に対応する教員の資質・能力の向上（指導部） 

（1) 外国語（英語）科教員等の海外派遣研修の実施 

例年、中・高等学校英語科教員等を英語を母語又は公用語とする国に派遣し、大学等の高

等教育機関が提供する３か月程度の連続した最新の英語教授法のプログラムを研修として

受講させ、指導力の更なる向上を図っている。また、ホームステイや現地校の訪問等を通し

て、国際的視野を身に付けさせている。 

さらに、教員海外派遣シンポジウムへの参加により、帰国後の授業実践における成果と課

題、その解決方法等の情報の共有を図っている。 

     また、平成 31（2019）年度から、ＩＢプログラムや国際交流の充実を図るため、ＩＢに

係る研修の受講や教育実習を行うＩＢコース等教員を対象としたプログラムや国際交流に

係る研修の受講や行政機関等の訪問を行う国際交流担当教員を対象としたプログラムを実

施している。 

  ただし、令和３年度は海外派遣を中止し、オンラインを活用した代替研修を実施する。 

 (2) 中学校英語科教員を対象とした研修の実施（再掲） 

学習指導要領の趣旨を踏まえ、平成 29 年度から３か年で中学校英語科全教員を対象に「生

徒の英語によるパフォーマンスを高める研修」を実施した。その効果を更に高め、スピーチ

やインタビューテスト等のパフォーマンステストや活動の観察等を授業に取り入れていく

ことができるよう、令和元年度に「生徒の英語によるパフォーマンスを高めるための指導資

料」を作成した。また、令和２年度に小・中接続の事例や学習評価に関する情報を掲載した

リーフレットを作成した。これらを活用した授業実践等を「授業力向上セミナー」として広

く中学校英語科教員に公開し、優れた実践や学習指導要領の趣旨を踏まえた学習評価の在り

方を学ぶ機会とする。 

 

３ 特別支援教育を推進する教員の資質向上（人事部） 

(1) 人事交流の促進による人材の育成等（再掲） 

現在、都の公立学校では、教員の大量退職に伴い、経験の少ない若手教員の割合が高まっ

ており、人材の育成と活用が喫緊の課題となっている。 

平成 24 年度に定めた「教員の定期異動実施要綱」によるステージ制や異校種間人事交流

の仕組みを活用し、引き続き人事交流の一層の促進を図っていく。 

ア ステージ制の導入 

若手教員の人材育成を図るためには、広域的な人事異動や校種を越えた人事異動を促進

し、多様な学校経験を積ませることが重要である。 

そこで、平成 24 年度から、区部と市部との間、通常の学級と特別支援学級との間、小・

中学校と特別支援学校との間など、教育環境が大きく異なる学校間の異動・交流を促す仕

９ これからの教育を担う優れた教員の育成 

９ これからの教育を担う優れた教員の育成 

 

 

施策展開の方向性㉒ 

 優れた教員志望者を養成・確保します 

 

 

１ 養成段階・採用段階における実践的な指導力の育成（指導部） 

(1) 「東京都教員育成協議会」における連携促進 

教員の研修や資質向上に関係する大学等と教員の育成ビジョンを共有し、教員の資質・能

力の向上に係る事項の調整及び協議を行う。 

(2) 「東京教師養成塾」の実施 

ア 特別教育実習 

各塾生が配置される教師養成指定校での年間 40 日以上の教育実習や、異校種又は異なる

障害種別の授業参観等を通して、実践的な指導力や柔軟な対応力を身に付ける実習を行う。 

イ 教科等指導力養成講座 

東京都の教育課題や施策の理解を深め、教科等の専門性や指導技術の向上及び学級経営

における実践的な指導力等を身に付ける講座を行う。 

(3)  教職大学院との連携 

ア 共通に設定する領域・到達目標の反映 

都教育委員会と協定を締結する五つの教職大学院（創価大学・玉川大学・帝京大学・東

京学芸大学・早稲田大学）では、学部新卒学生に求められる事項（都教育委員会が示す「共

通に設定する領域・到達目標（令和３年３月版）」）をカリキュラム及びシラバスに位置付

け、実施する。 

イ 連携協力校の指定 

都教育委員会は、学部新卒学生が実習する場として、東京都公立学校を指定し、提供 

する。 

※学部新卒学生とは 

・東京都公立学校教員採用候補者選考を受験する意思のある者 

・または、東京都公立学校教員採用候補者名簿登載期間が延長されている者 

 

【施策の必要性】 

毎年、多くのベテラン教員が退職していく中で、その指導経験やノウハウの継承が課題とな

っています。新規採用教員に対し、教育に対する熱意と使命感はもとより、豊かな人間性と組

織の一員としての責任感・協調性、実践的な指導力や社会性等を育成するために、大学との連

携を一層推進して、採用前からより実践的な指導力等を身に付けさせる必要があります。 

また、東京都の教育に求められる教師像にふさわしい人物を継続的に確保するため、東京都

の教員の魅力を積極的に発信するとともに、選考内容・方法の改善に継続的に取り組む必要が

あります。 
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９ これからの教育を担う優れた教員の育成 

組みである「ステージ制」を導入している。この仕組みを活用し、これまで以上に計画的

な人材育成を図る。 

イ 異校種間人事交流の促進 

特別支援教育を担う専門性の高い教員の育成や確保、児童・生徒の発達段階に応じた教

科指導や生活指導の向上等を図ることを目的として、平成 24 年度の異動要綱の改正と併せ、

小・中学校、高等学校、特別支援学校の間で、期限を定めた人事交流を行い、期間終了後

は元の校種に戻り成果を還元することができるよう、異校種期限付異動の仕組みを導入し

ている。 

例えば、小・中学校と特別支援学校との間又は高等学校と特別支援学校との間の人事交

流により、特別支援教育を必要とする児童・生徒に専門性の高い教育を行っていく上で中

核となる教員の専門性の更なる向上が期待できる。引き続き、これらの仕組みを活用した

人事交流を行うことにより、人材育成の促進を図る。 

 

４ 「体罰根絶に向けた総合的な対策」に基づく取組の推進（指導部・人事部・都立学校教育部） 

(1) 「体罰根絶に向けた総合的な対策」に基づく取組の推進 

平成 26 年１月に策定した「体罰根絶に向けた総合的な対策」に基づき、全ての公立学校

から体罰等を一掃するための取組を徹底する。 

ア 教員研修の実施 

   経験年数や職層に応じた体系的な研修や服務事故再発防止研修としてアンガーマネジ

メント等の特別な研修プログラムを実施する。また、体罰を指導の手段とする誤った認識

のある服務事故者を対象として「指導方法・意識改善プログラム」を実施する。 

イ 指導者講習会の開催 

   体罰のない、生徒の意欲を高める部活動を推進・普及するため、顧問、部活動指導員を

対象とする指導者講習会を開催する。 

ウ 東京都「Good Coach 賞」の実施 

   東京都「Good Coach 賞」により、優れた指導を実践した顧問を顕彰する。 

 

 

施策展開の方向性㉔ 

 教育者としての高い見識をもち、広い視野で学校経営ができる管理職を育成します 

 

【施策の必要性】 

教育管理職選考受験資格を有しない若手教員の学校経営への参画意欲が高まっている一方

で、依然として選考受験者数が低迷している状況があります。 

意欲のある若手教員には、教育管理職に必要な「学校経営力」、「外部折衝力」、「人材育成力」、

「教育者としての高い見識」を身に付けさせるため、早期から様々な校務分掌を担当させるこ

とにより学校経営への参画経験を積ませ、次代を担う管理職の候補者として育成する必要があ

ります。 

また、職務と家庭生活を両立できるよう支援するとともに、校務改善を進めることにより、

教育活動の充実及び教員の資質・能力の向上を図ることが重要です。 
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９ これからの教育を担う優れた教員の育成 

１ 学校のリーダーを育成するための支援の充実（人事部） 

(1) 学校マネジメント強化モデル事業 

副校長の負担を軽減し、学校経営に集中できる環境を整備するため、副校長を直接補佐す

る会計年度任用職員を配置する「学校マネジメント強化モデル事業」を平成 29 年度から実施

している。 

学校に配置された会計年度任用職員は、１日当たり５時間又は７時間 45 分、１月当たり

16 日勤務し、副校長の指示の下、調査業務や服務関係の事務処理など、副校長が直接行う必

要のない業務に従事する。 

なお、小・中学校に配置する会計年度任用職員については、区市町村教育委員会が選考及

び配置を行い、都教育委員会は財政的支援を行う。 

令和３年度は、会計年度任用職員の活用事例を整理・蓄積するとともに、副校長の負担軽減

等を確認し、本事業のより効果的な活用に向けた検証を進めていく。 

(2) 学校リーダー育成プログラム  

ア 目的 

教育管理職選考受験者の低迷が続いていることから、学校経営の担い手である教育管理

職の確保・育成は課題である。また、大量退職の時期にあって、学校運営の中核を担う主

幹教諭の世代交代が急激に進む中、将来、主幹教諭や教育管理職として活躍する力を有し

ている教員に対する早期段階での学校マネジメント能力の育成が重要である。 

そこで、将来、各地区等で中核となって活躍する教育管理職を発掘・育成するために、平

成 25 年度より、学校や区市町村教育委員会・学校経営支援センター、東京都教育庁人事部

及び東京都教職員研修センターが協働し、計画的・継続的に学校マネジメント能力の育成

を図るプログラムを実施している。平成 30 年度までは 30 代の主任教諭２年目以上にある

者を対象としていたが、令和元年度からは「東京都公立学校の校長・副校長及び教員とし

ての資質の向上に関する指標」における主任教諭相当以上の力が身に付いている者から選

抜して実施している。 

イ 学校リーダー育成プログラムの流れ 

(ｱ) 学校マネジメント講座 

校長、区市町村教育委員会及び学校経営支援センターが、将来の管理職候補者とし

て資質・能力のある主任教諭を選抜し、選抜された教員は、学校、区市町村教育委員

会及び学校経営支援センターにおいて、受講者のキャリア形成や学校マネジメントに

関わる講習を受講することにより、学校マネジメント能力の育成を図る。 

(ｲ) 学校リーダー育成特別講座 

学校マネジメント講座修了者の中から、区市町村教育委員会及び学校経営支援センタ

ーが特に選抜した自地区及び自校の中核となって活躍することが期待される者につい

て、都教育庁人事部主催の年間５回にわたる学校リーダー育成特別講座を受講させるこ

とを通して、学校マネジメントを学び、学校マネジメント能力を高めた学校管理職によ

る学校経営につなげる。また、女性管理職の発掘や早期育成に向けて、女性教員優先の

選抜枠を設け、意図的な人材育成を図るとともに、平成 29 年度からの教育管理職Ｂ選

考の受験資格見直しに伴い、対象年齢を拡大している。 

(ｳ) 教育管理職Ｂ選考受験上のメリット 

学校マネジメント講座や学校リーダー育成特別講座を修了した者は、東京都教職員研

９ これからの教育を担う優れた教員の育成 

９ これからの教育を担う優れた教員の育成 

 

 

施策展開の方向性㉒ 

 優れた教員志望者を養成・確保します 

 

 

１ 養成段階・採用段階における実践的な指導力の育成（指導部） 

(1) 「東京都教員育成協議会」における連携促進 

教員の研修や資質向上に関係する大学等と教員の育成ビジョンを共有し、教員の資質・能

力の向上に係る事項の調整及び協議を行う。 

(2) 「東京教師養成塾」の実施 

ア 特別教育実習 

各塾生が配置される教師養成指定校での年間 40 日以上の教育実習や、異校種又は異なる

障害種別の授業参観等を通して、実践的な指導力や柔軟な対応力を身に付ける実習を行う。 

イ 教科等指導力養成講座 

東京都の教育課題や施策の理解を深め、教科等の専門性や指導技術の向上及び学級経営

における実践的な指導力等を身に付ける講座を行う。 

(3)  教職大学院との連携 

ア 共通に設定する領域・到達目標の反映 

都教育委員会と協定を締結する五つの教職大学院（創価大学・玉川大学・帝京大学・東

京学芸大学・早稲田大学）では、学部新卒学生に求められる事項（都教育委員会が示す「共

通に設定する領域・到達目標（令和３年３月版）」）をカリキュラム及びシラバスに位置付

け、実施する。 

イ 連携協力校の指定 

都教育委員会は、学部新卒学生が実習する場として、東京都公立学校を指定し、提供 

する。 

※学部新卒学生とは 

・東京都公立学校教員採用候補者選考を受験する意思のある者 

・または、東京都公立学校教員採用候補者名簿登載期間が延長されている者 

 

【施策の必要性】 

毎年、多くのベテラン教員が退職していく中で、その指導経験やノウハウの継承が課題とな

っています。新規採用教員に対し、教育に対する熱意と使命感はもとより、豊かな人間性と組

織の一員としての責任感・協調性、実践的な指導力や社会性等を育成するために、大学との連

携を一層推進して、採用前からより実践的な指導力等を身に付けさせる必要があります。 

また、東京都の教育に求められる教師像にふさわしい人物を継続的に確保するため、東京都

の教員の魅力を積極的に発信するとともに、選考内容・方法の改善に継続的に取り組む必要が

あります。 
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９ これからの教育を担う優れた教員の育成 

修センターの教育管理職候補者Ｂ養成講座を受講することにより、教育管理職Ｂ選考

の一部を免除する。また、学校リーダー育成特別講座を修了し、教育管理職Ｂ選考を

受験し、合格した者については、区市町村教育委員会は、管理職としてそれぞれの地

区内で昇任させること、都立学校は、管理職昇任まで引き続き自校で勤務することが

できる。 

 

２ 教育管理職登用の推進（人事部・指導部） 

（1) キャリア形成を意識したジョブローテーションの推進 

「学校管理職育成指針」や「東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上

に関する指標」を活用しながら、管理職及び一般教員のキャリア形成を意識したジョブロー

テーションを推進するとともに、女性教員の教育管理職等への登用を促進するため、育児、

子育て時期における人事異動面での配慮を行う。 

 


